
令和２年度第3次健康日本21狭山市計画・第2次狭山市食育推進計画支援策関係部局取組状況

５．飲酒・喫煙

【基本目標５】 お酒やたばこと上手につきあっていきます。

(取り組み１１) 飲酒による健康被害を知り、飲酒量を適正にしていきます。(「◎」は重点支援策です。)

実施していない

実施していない

実施していない

実施していない

ﾗｲﾌ
ｽﾃｰｼﾞ №

私たち一人ひとりが行うこと
(市民の行動目標)

健康づくりのための支援策
(市の支援策)

支援策(もしくは事業)の目的及び具体的実施内容 関係部局

令和元年度評価

R元年度の対象者、事業
名、参加者数や事業実施回
数等の実績数

達成度
5点満点

妊娠届出時・両親学級・マタニティスクールにおいて飲酒による
胎児への影響について知らせる。

健康づくり支援
課

ソーシャルクラブにおいて、飲酒及び喫煙の悪影響についての
健康教育を実施する。

生活習慣病予防の教室や講座を通じて、飲酒の影響の影響や
適量について伝える。

健康づくり講座を通じて、適正な飲酒量について啓発する。

保健センター

保健センター

講座や健康長寿サポーター
養成講座で適切な飲酒量
について啓発
2回開催
参加者　50人

5

4

妊娠届出時の面談907人、
マタニティスクール5回延べ
１３９人、両親学級13回延
べ１８４人

社会教育課

教育指導課

88
・未成年者の飲酒防止につい
て、各地区地域会議によるパト
ロールを行います。

夜間に市内８つの地域会議によるパトロールを実施する。

89

・保健体育の授業や特別活動
において、未成年者の飲酒が
健康に及ぼす影響等について
指導します。

児童生徒を対象とした非行防止教室や保健指導、保護者を対
象とした家庭教育学級等をとおして、飲酒防止教育を進める。

全小中学校２3校で推進、
実施

5

参加者数411名

90

青
・
壮
年
期

、
高
齢
期

健康づくり支援
課

市民から依頼された健康づくり講座で、飲酒及び喫煙の悪影響
についての健康教育を実施する。

両親学級・マタニティスクールにおいて、産後や夫等家族の飲
酒について健康教育を実施する。

保健センター

健康づくり講座を通じて、適正な飲酒量について啓発する。

・飲酒が身体に与える影響を
知り、節度を守って飲酒しま
す。
・適正な飲酒量を守ります。

・健康づくり講座や両親学級・
マタニティスクールなどを通じ
て、飲酒が健康に及ぼす良い
影響や悪い影響について知ら
せていきます。

・飲酒が身体に与える影響を
知ります。
・適正な飲酒量※を知ります。
・飲酒について地域の人や家
族と話をします。

※適正な飲酒量：一日に飲ん
でもよいとされる飲酒量。男性
は日本酒で１合、女性は日本
酒で1/2合。
日本酒１合（180ｍｌ）は、ビー
ル→500ml（中ビン１本）、焼酎
20度→135ml、
チュウハイ７度→350ml、ワイ
ン→200ml、ウイスキー→60ml
（シングル２杯）
と換算される。

86

◎講座や教室などを通じて、
飲酒が健康に及ぼす良い影響
や悪い影響について知らせて
いくとともに、家族や地域の人
たちと共有することを推進しま
す。

全
体

学
童
・
思
春
期

・飲酒が身体に与える影響に
ついて学びます。
・飲酒はしません。

乳
幼
児
期

87
・飲酒による子どもへの影響を
知り、妊娠・授乳期は禁酒しま
す。

・両親学級・マタニティスクール
などを通じて、飲酒が健康に及
ぼす影響について知らせま
す。

妊娠届出時の面談984人、
マタニティスクール7コース
延べ129人、両親学級6回
144人

4

・特定保健指導の講座・相
談で適正な飲酒量を周知。

4

令和２年度評価

令和２年度の対象者、事業
名、参加者数や事業実施回
数等の実績数

達成度
5点満点

講座や健康長寿サポーター
養成講座で適切な飲酒量
について啓発
1回開催
参加者　45人

5

・特定保健指導の講座・相
談で適正な飲酒量を周知。

2

妊娠届出時の面談984人、
マタニティスクール7コース
延べ129人、両親学級6回
144人

4

講座や健康長寿サポーター
養成講座で適切な飲酒量
について啓発
2回開催
参加者　50人

5

4

参加者数218名 3

全小中学校２３校で推進 5

講座や健康長寿サポーター
養成講座で適切な飲酒量
について啓発
1回開催
参加者　45人

5

妊娠届出時の面談907人、
マタニティスクール5回延べ
１３９人、両親学級13回延
べ１８４人

4

アンケート
の実施

（令和２年度評価）


